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150 ㎡未満の(3)項である 

(例)飲食店、食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋、料亭 

火を使用する設備又は器具がある 

(IH コンロ等は除く) 

販売、提供のための調理を目的とした

設備又は器具である 

火災を自動的に感知し、消火薬剤を放

出して火を消す装置がない 

圧力感知安全装置等がない 

調理油過熱防止装置がない 

消火器具設置義務あり 

小規模飲食店等の消火器具設置フローチャート 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

※このフローチャートは、法改正で追加された部分のみを対象としたものです。 

その他の基準で既に設置義務がある場合は、含まれていませんのでご注意ください。 
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